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秦

漢

賊

律

孜

堀

毅

一
は
し
が
き

二
秦
簡
に
お
け
る
闘
傷
の
諸
相

三
闘
傷
に
お
け
る
w

面
目
d
の
意
義

四
秦
漢
律
に
お
け
る
同
害
刑
的
要
素

五
あ
と
が
き

tま

し

カミ

き

墨
田
書
』
刑
法
志
・
『
唐
律
疏
議
』
序
文
に
、
前
五
世
紀
、
貌
の
李
慢
が
『
法
経
』
六
篇
を
撰
し
、
次
い
で
商
鞍
が
こ
れ
を
秦
に
も

た
ら
し
『
秦
法
経
』
を
完
成
さ
せ
た
、
と
あ
る
。

一
九
七
五
年
、
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
第
一
一
号
秦
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
秦
の
始
皇
帝
時
代
の
竹
簡
の
う
ち
「
法
律
答
問
」
と
分
類

さ
れ
て
い
る
刑
法
史
料
こ
そ
、
こ
の
『
秦
法
経
』
の
実
在
を
証
明
す
る
な
ま
の
史
料
と
し
て
近
年
学
界
の
関
心
を
あ
つ
め
て
い
る
。

さ
て
『
秦
法
経
』
と
は
、
史
書
の
伝
え
る
と
お
り
、
盗
・
賊
・
囚
・
捕
・
雑
・
具
律
の
六
篇
か
ら
成
る
が
、
そ
の
賊
律
に
相
当
す
る
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部
分
を
一
覧
し
て
み
る
と
、
円
私
闘
の
上
、
相
手
の
鼻
・
耳
・
唇
な
ど
を
噛
み
切
るHH
頭
髪
・
髭
・
眉
毛
な
ど
を
第
り
と
る
“
が
如
き
、



極
め
て
特
異
な
闘
傷
の
態
様
に
注
意
が
ひ
か
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
様
な
加
害
行
為
に
対
し
て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
耐
（
ほ
お
ひ
げ

の
剃
去
）
完
（
頭
髪
の
剃
去
）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
身
体
損
傷
の
刑
を
以
っ
て
論
、
ず
べ
し
と
判
示
す
る
。
私
は
か
ね
て
よ
り
、

U
当
時
の
間
殴
・

傷
に
お
い
て
、
何
故
に
面
・
頭
髪
部
へ
の
加
害
行
為
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
釦
か
か
る
行
為
に
対
し
て
、
何
故
に
こ
の

様
な
処
断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
そ
の
社
会
的
・
思
想
的
背
景
を
考
え
続
け
て
き
た
が
、
こ
こ
に
私
見
の
一
端
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を
述
ベ
、
大
方
の
ご
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

秦
簡
に
お
け
る
関
傷
の
諸
相

『
秦
法
経
』
（
以
下
、
秦
律
と
称
す
）
に
お
け
る
賊
律
と
は
、
唐
律
の
賊
盗
律
の

H

賊
μ
の
部
分
の
ほ
か
闘
訟
律
の
H

闘
H
に
関
す
る
規
定

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
さ
て
、
秦
簡
よ
り
、
闘
殴
・
関
傷
に
関
す
る
記
事
を
、
そ
の
性
質
に
よ
り
分
類
し
て
み
る
と
、

の
律
の
正
文
と
そ
の
解
釈
。

例
判
決
例
と
一
般
に
発
生
が
予
見
さ
れ
る
諸
事
例
に
対
す
る
罪
刑
の
基
準
提
示
。

例
法
の
適
用
の
基
準
と
辞
句
の
定
義
。

の
ご
と
く
に
大
別
さ
れ
る
が
、
賊
律
部
分
の
記
事
を
右
の
要
件
を
加
味
し
つ
つ
表
に
示
す
と
、
次
表I
の
と
お
り
と
な
る
。

表

秦簡上の賊律関連事項
3 2 1 

子殺弟 殺子壇 謀遣乙

盗殺人 犯

受分十銭

罪

一

棄市 諒為城且
疎 汗リ

罰

。 何）

。 。 （ロ）

かす

七 ノ九、 ーノ、 簡
七

七。
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n

一
関
、
噛
人
類
若
顔
、
其
大
方
一
寸
深
半
寸
一
（
比
療
病
）

司
副
創
配
副
劇
劃
寸
｜

判
制
引
引
引
劃
引
引
相
斜
配
傷
人
斗
即
刻

M

一
以
挺
賊
傷
人
←

｜司τ｜一「

一o
寸
八
八

「
叶
「
i

川
九

「
」
川ω

一
ト
九
一
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お
き
た
い
。

右
件
の
う
ち
、
回
固
回
の
諸
事
例
は
、
さ
き
に
述
べ
た
傷
害
例
の
典
拠
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
、

こ
れ
ら
の
具
体
的
内
容
を
詳
述
し
て

~a} 

原画問
或
与
人
関
、
縛
而
尽
抜
其
須
眉
。
論
何
也
。
当
完
城
日
一
。

或
る
も
の
人
と
闘
う
。
縛
り
て
尽
く
そ
の
須
眉
を
抜
く
。

論
ず
る
に
何
ん
せ
ん
。

完
城
旦
に
当
て
ん
。

〔
答
う
〕

間
同
一
①
闘
と
は
賊
の
対
立
概
念
に
あ
る
語
で

H
喧
嘩

γ
九
と
。
②
須
の
解
釈
に
関
し
て
は
従
来
よ
り

ω
H
面
毛
H
と

す
る
説
（
『
説
文
』
大
徐
本
、
小
徐
本
、
『
玉
篇
』
等
）
と
例
「
顕
下
毛
」
（
『
漢
書
』
高
帝
紀
・
師
古
注
、
『
説
文
』
段
注
本
）
と
す
る
両

説
が
あ
る
が
、
「
須
眉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
後
者
と
解
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
「
須
眉
」
を
も
っ
て
面
部
の
髪
毛
全
般

定
刑
。

を
さ
す
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
③
完
城
旦
と
は
、
頭
髪
を
剃
去
し
た
上
、
六
年
間
の
労
役
を
科
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
法

「
春
」
が
科
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
「
城
旦
」
と
は
男
徒
を
対
象
と
し
た
刑
名
で
、
女
徒
に
対
し
て
は
、



団
出

た
。
〔
問
う
〕

問
団
（
以
下
本
節
に
お
い
て
、
加
害
者
を
甲
、
被
害
者
を
乙
と
す
る
）

犯
罪
事
実
は
め
甲
乙
両
者
が
私
闘
を
な
し
た
際
、
甲
が
乙
を
縛
り
上
げ
、
身
体
の
自
由
を
奪
い
、
助
面
部
の
髪
毛
を
抜
き

あ
る
男
が
他
人
と
喧
嘩
を
な
し
た
が
、
そ
の
際
、
相
手
を
縛
り
あ
げ
て
そ
の
面
部
の
髪
毛
の
す
べ
て
を
抜
き
去
っ

」
の
加
害
者
を
ど
の
よ
う
に
処
断
し
た
ら
よ
い
か
。
〔
答
う
〕
完
城
旦
を
も
っ
て
論
処
す
べ
き
で
あ
る
。

取
る
、
と
い
う
二
つ
の
行
為
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
唐
律
に
照
ら
し
て
み
る
と
、ω
は
「
諸
以
威
力
制
縛
人
者
、
各

以
闘
殴
論
。
因
市
殴
傷
者
、
各
加
闘
殴
傷
二
等
」
（
闘
訟
律
八
条
）
に
合
致
す
る
が
、
助
は
「
其
有
抜
髪
、
亦
準
髪
為
坐
」

（
闘
訟
律
一
条
・
疏
議
）
と
あ
る
如
く
、
疏
議
の
解
釈
を
侠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

~b} 

？周囲
或
闘
、
噛
断
人
鼻
若
耳
若
指
若
唇
、
論
各
何
也
。
議
皆
当
耐
。

或
る
も
の
闘
い
て
、
人
の
鼻
若
し
く
は
耳
若
し
く
は
指
若
し
く
は
唇
を
噛
断
す
。

論
ず
る
に
各
々
何
ん
せ
ん
。

秦漢賊律孜（堀）

〔
答
う
〕

間
同
一
①
耐
1
4
（
ほ
お
ひ
げ
を
剃
去
す
るH
Z

義
と
す
る
が
、

き
で
あ
る
。
当
時
の
男
子
は
面
に
髭
を
た
く
わ
え
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
面
に
髭
な
き
者
は
、
面
白
の
全
う
な
ら
ざ
る
者
と
し

議
す
る
に
み
な
耐
に
当
て
ん
。

ほ
お
以
外
の
口
・
あ
ご
の
髭
を
も
包
括
さ
れ
る
と
解
す
ぺ

て
瑚
弄
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
当
時
の
風
俗
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
ろ
う
が
、

よ
り
去
勢
さ
れ
た
者
と
外
貌
を
同
じ
く
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

国
間
一

一
つ
に
は
、
宮
刑
に
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あ
る
男
が
喧
嘩
の
上
で
、
他
人
の
鼻
や
耳
や
指
や
唇
を
噛
み
切
っ
た
。
〔
問
う
〕各
々
の
場
合
、
ど
の
よ
う
に
処



断
し
た
ら
よ
い
か
。
〔
答
う
〕

回
目
犯
罪
事
実
を
唐
律
に
照
ら
す
と
「
諸
闘
殴
人
、
霊
長
欠
耳
鼻
・
砂
一
目
及
折
手
足
指
、
若
破
骨
及
湯
火
傷
人
者
、

徒
一
年
」
（
闘
訟
律
二
条
）
に
相
当
す
る
。

（
右
の
場
合
に
適
合
す
る
条
文
は
な
い
が
）
耐
刑
に
よ
っ
て
論
処
す
べ
き
で
あ
る
。
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ま
た
、
答
文
に
「
議
」
と
あ
る
が
、
こ
の
判
示
方
式
は
秦
簡
上
唯
一
の
も
の
で
、
極
め
て
特
殊
な
方
式
と
い
え
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
罪
の
対
象
と
さ
れ
る
行
為
は
、
的
法
定
の
要
件
に
規
定
あ
る
も
の
（
例
）
「
殴
大
父
母
↓
鯨
城
旦
」

（
「
法
律
問
答
」
七
八
）
例
律
の
正
文
に
規
定
が
な
い
が
、
判
決
例
・
条
理
・
比
附
を
も
っ
て
罪
刑
を
量
る
も
の
。
（
例
）
「
殴

高
大
父
母
↓
比
大
父
母
（
同
右
）
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
例
の
場
合
は
制
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
当
時
の
法
廷
用

語
に
見
ら
れ
る
「
比
」
と
は
、
厳
格
な
意
味
に
お
い
て
や
や
異
る
性
質
を
有
し
て
い
た
。
例
を
も
っ
て
そ
の
相
違
を
示
せ

ば

一
般
の
「
比
」
（
唐
律
の
比
附
）
と
は
円
官
舎
に
馬
を
入
れ
る
こ
と
を
得
ずH
と
の
規
定
が
あ
る
と
き
に
牛
を
入
れ
る

が
如
き
行
為
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
H

類
推
解
釈
μ

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
事

例
の
場
合
は
H

他
家
の
家
を
殺
さ
ば
質
二
甲
μ
と
の
規
定
が
あ
る
と
き
に
、
羊
を
殺
す
が
如
き
例
で
あ
り
（
秦
漢
時
代
の
算

術
書
で
あ
る
『
九
章
算
術
』
に
よ
る
と
、
家
価
は
三
百
銭
、
羊
価
は
五
百
銭
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
準
じ
て
お
い
た
て

も
し
他
家
の
羊

を
殺
し
た
件
に
お
い
て
、
家
の
場
合
に
準
じ
て
論
断
す
る
こ
と
は
、
被
告
言
者
に
と
っ
て
有
利
な
要
素
こ
そ
あ
れ
、
不
利

な
要
素
は
な
い
と
い
う
点
で
前
の
例
（
牛
と
馬
の
例
）
と
基
本
的
に
異
な
る
。
本
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
文
旨
か
ら
推
し

て
「
噛
断
人
鼻
耳
」
な
ど
に
対
す
る
条
文
は
存
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
律
目
、
闘
決
人
耳
、

耐
」
（
『
法
律
答
間
』
八O）
と
あ
る
如
く

H

人
の
耳
を
裂
き
切
る
（
裂
断
に
は
至
っ
て
い
な
い
）
こ
と
に
対
し
て
は
耐
刑
に
当
て

ょ

υ
と
規
定
す
る
。
そ
こ
で
、
（
加
害
者
に
有
利
に
過
ぎ
る
と
い
う
点
は
あ
る
が
）
本
例
の
場
合
も
右
条
文
に
準
じ
て
同
等
の
刑

に
当
て
る
べ
し
と
す
る
の
が
答
文
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
唐
・
名
例
律
の
「
諸
断
罪
市
無
正
条
、
其
応
出
罪
者
、
則



挙
重
以
明
軽
。
其
応
入
罪
者
、
則
挙
軽
以
明
重
」
の
湖
源
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
秦
律
に
お
け
る
「
比
」
と

「
議
」
に
お
け
る
微
妙
な
用
法
上
の
相
違
を
知
る
。

~c} 

？周囲
土
伍
甲
、
闘
抜
剣
伐
斬
人
髪
結
。
何
論
。
当
完
為
城
且
。

士
伍
甲
闘
い
て
、
剣
を
抜
き
て
人
の
髪
結
を
伐
斬
す
。

何
に
論
ぜ
ん
。

完
城
旦
に
当
て
ん
。

秦漢賊律孜（堀）

〔
答
う
〕

回
目
①
士
伍
｜
こ
の
語
の
解
釈
に
関
し
て
は
従
来
よ
り
諸
説
が
あ
っ
仁
川
、
秦
簡
の
出
現
に
よ
り
、
無
爵
の
丁
男
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
②
髪
結
i
y

も
と
ど
り

μ

の
こ
と
。
秦
漢
時
代
の
髪
型
は
近
年
発
見
の
秦
伺
な
ど
に
よ
り

か
な
り
明
瞭
と
な
っ
て
き
た
。

司
回
無
爵
の
成
年
男
子
の
甲
が
剣
を
も
っ
て
人

2
2
2

募
っ
た
。
〔
問
う
〕
ど
の
様
に
処
断
す
べ
き
か
。

〔
答
う
〕
頭
髪
を
第
り
落
し
た
上
で
城
旦
の
刑
に
当
て
る
べ
き
で
あ
る
。

回
目
犯
罪
の
事
実
は

ω
剣
を
抜
い
て
d

人
の
雪
男
り
落
と
す
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
唐
律
に
照
ら
す
と
仏
語

関
以
兵
刃
、
研
射
人
不
著
者
、
杖
一
百
。
：
：
：
若
刃
傷
（
刃
、
謂
金
鉄
、
無
大
小
之
限
、
堪
以
殺
人
者
）
：
：
：
徒
二
年
」
（
闘
訟
律

二
条
）
糾
「
諸
闘
殴
人
：
：
：
及
莞
髪
者
、
徒
一
年
半
」
（
闘
訟
律
二
条
）
と
な
る
。
秦
簡
「
封
診
式
」

H

賊
死
υ
の
項
に
よ
る

と
、
「
男
子
丁
壮
、
哲
色
、
長
七
尺
一
寸
、
髪
長
二
尺
（H
四
六
・
二
セ
ン
チ
）
」
と
あ
り
、
髪
結
の
実
寸
が
知
ら
れ
る
。
こ
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一
度
髪
を
勇
ら
れ
る
と
、
原
状
回
復
す
る
の
に
、
四
j

五
年
要
す
る
こ
と
と
な
り
、
面
子
の
保
全
に
大
い
に

れ
に
よ
り
、



支
障
を
き
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

右
の
三
例
は
、

い
ず
れ
も
面
・
髪
部
に
対
す
る
加
害
行
為
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
律
や
現
行
刑
法
に
親
し
ん
で
き
た
我
々
に
と
364 

つ
て
は
極
め
て
奇
異
な
現
象
と
し
か
映
ら
な
い
。
し
か
し

一
た
び
唐
律
や
現
行
刑
法
の
枠
か
ら
出
て
、
秦
漢
時
代
の
法
制
史
料
に
接

す
る
と
き
、
敢
え
て
相
手
を
縛
り
上
げ
て
で
も
髪
髭
を
剃
り
落
し
た
り
、
耳
・
鼻
・
唇
な
ど
に
H

歯
牙
を
た
て
る
H
こ
と
は
、
当
時
の

h
グ

人
々
の
風
習
に
お
い
て
決
し
て
特
殊
で
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
重
要
な
こ
と
は
、
c

に
見
ら
れ
る
如
く
、
頭
髪
に
対

d
《
可

す
る
加
害
行
為
に
対
し
て
こ
れ
と
同
一
内
容
の
完
刑
を
も
っ
て
報
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
古
代
社
会
の
中
に
復
讐
の
観
念
が
存
し
て

、
》
グ

い
た
こ
と
は
既
に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
一
た
び

c

に
お
け
る
被
害
者
の
立
場
に
身
を
置
い
て
み
る
と
、
長
年
生

d
d
u
、

養
し
て
き
た
己
の
撃
を
勇
り
落
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
応
報
と
し
て
相
手
の
そ
れ
を
勇
り
落
し
た
い
と
思
う
の
は
感
情
の
お
も
む
く
所
で

(5
) 

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
秦
律
体
制
下
で
は
、
私
讐
は
厳
し
く
禁
ぜ
ら
れ
、
被
害
者
が
自
ら
こ
れ
を
な
せ
ば
、
そ
の
時
点
で
却
っ
て
加
害
者

(6
) 

と
し
て
重
い
罪
科
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
官
は
被
害
者
に
な
り
代
っ
て
、

(7
) 

な
す
の
で
あ
る
。

一
定
の
手
続
き
に
則
り
、
そ
の
向
害
応
報
を

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
秦
簡
に
お
け
る
闘
傷
事
例
に
お
い
て
は
面
頭
部
に
対
す
る
侵
害
の
例
が
際
立
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の

行
為
に
対
す
る
刑
罰
は
悉
く
面
頭
部
に
対
す
る
身
体
損
傷
の
刑
を
も
っ
て
報
い
て
い
る
と
い
う
原
則
が
導
き
出
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
、
次
節
以
下
に
お
い
て
は
右
原
則
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
社
会
的
・
思
想
的
背
景
に
つ
き
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

（1
）
秦
代
の
刑
名
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
秦
漢
刑
名
孜
｜
主
と
し
て
雲
夢
出
土
秦
簡
に
よ
る
｜
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
第
四
集
、
一
九
七

八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（2
）
宜
官
の
外
貌
に
関
し
て
は
、
瀧
川
政
次
郎
氏
の
見
聞
録
「
官
官
き
き
が
き
」
（
同
氏
著
『
法
律
か
ら
見
た
支
那
国
民
性
』
大
同
印
書
館
、
一
九
四
一
年
）
に
興
味

あ
る
記
事
が
あ
る
。

（3
）
士
伍
を
刑
罰
と
関
連
し
て
理
解
す
る
考
え
方
に
は
、
①
董
説
『
七
国
考
』
巻
一
一
一
「
秦
刑
法
」
、
②
沈
家
本
「
歴
代
刑
法
考
」
刑
政
総
考
｜
秦
（
『
沈
寄
移
先
生
遺



書
甲
編
』
所
収
）
③
片
倉
穣
「
漢
代
の
土
伍
」
（
『
東
方
学
』
三
六
輯
、
一
九
六
八
年
）
が
あ
り
、
秦
簡
に
よ
り
旧
説
を
改
め
た
も
の
に
は
、
劉
海
年
「
秦
漢

ν

士
伍
a

的
身
分
与
階
級
地
位
」
（
『
文
物
』
一
九
七
八
l

ニ
）
が
あ
る
。

（4
）
髪
型
に
関
す
る
参
考
史
料
と
し
て
は
、

①
清
・
陳
元
龍
『
格
致
鏡
原
』
（
清
・
潅
正
一
三
年
刊
、
一
九
七
一
年
、
台
湾
新
興
書
局
よ
り
影
印
再
刊
）
巻
十
一
身
体
類
、
影
印
本
三
七
O
頁
以
下
。
②
原
田
淑

人
『
漢
六
朝
の
服
飾
』
（
東
洋
文
庫
、
『
東
洋
文
庫
論
叢
二
三
、
一
九
三
七
年
、
同
『
増
補
漢
六
朝
の
服
飾
』
、
東
洋
文
庫
、
一
九
六
七
年
）
③
尚
乗
和
『
壁
代
社
会
風

俗
事
物
考
』
（
長
沙
商
務
印
書
館
、
一
九
三
八
年
）
巻
四
二
「
髪
弁
之
歴
史
」
④
張
末
元
編
著
『
漢
代
服
飾
参
孜
資
料
』
）
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
五
九
年
・
北
京
）

⑤
林
巳
奈
夫
「
漢
代
男
子
の
か
ぶ
り
も
の
」
（
『
史
林
』
四
六
｜
五
、
一
九
六
三
年
）
⑤
黄
展
岳
「
記
涼
台
東
漢
画
像
石
上
的
w

賢
答
図
H
（
『
文
物
』
一
九
八
一l
T
）

の
如
く
あ
る
が
、
画
像
石
等
に
つ
い
て
は
、
林
氏
⑤
論
考
の
註
を
参
照
。

（5
）
秦
律
で
は
「
相
与
閥
、
交
傷
、
皆
論
不
也
。
交
論
」
と
あ
る
如
く
、
た
と
え
闘
争
の
場
に
お
い
て
で
も
応
報
を
な
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
現
行
法

に
お
け
る
が
如
き
w
正
当
防
衛d
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（6
）
例
を
付
に
と
る
と
、
甲
に
対
す
る
処
断
は
「
完
城
旦
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
既
述
の
如
く
身
体
損
傷
刑
た
る
「
完
」
と
労
役
刑
た
る
「
城
且
」
の
ニ
要
素

か
ら
成
っ
て
い
る
。
従
っ
て
甲
は
乙
に
対
し
て
な
し
た
以
上
の
罰
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
的
に
は
最
大
の
w
被
害
者Hと
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
い
で
、
乙
は

官
が
己
に
代
っ
て
甲
に
対
す
る
応
報
を
な
す
の
で
、
精
神
上
の
屈
辱
感
は
一
ま
ず
和
ら
ぐ
こ
と
と
な
り
、
こ
の
件
を
官
に
告
え
た
こ
と
に
よ
る
褒
賞
金
（

H

二
両
）
も
懐

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
一
度
調
ら
れ
た
頭
髪
か
原
状
を
回
復
す
る
に
は
四
五
年
要
し
、
面
子
の
点
で
は
や
は
り
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
が
の
こ
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。
他
方
、
官
は
、
裁
判
費
用
や
告
言
者
に
対
す
る
償
金
の
支
払
い
と
い
う
一
時
的
な
出
費
は
あ
る
に
せ
よ
、
甲
を
六
年
間
無
償
で
酷
使
し
う
る
と
い
う
実
益
を
亭

け
る
こ
と
と
な
る
。

（7
）
現
行
刑
法
に
お
け
る
傷
害
罪
（
二
O
四
条
）
は
w
人
の
身
体
を
傷
害
す
る
こ
と
H
を
要
件
と
し
て
お
り
、
通
説
・
判
例
は
生
理
的
機
能
に
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
と
す
る
。
よ
っ
て
、
髪
や
ひ
げ
を
剃
り
取
っ
て
人
の
外
貌
を
著
し
く
変
更
し
て
も
、
傷
害
に
な
ら
ず
、
暴
行
罪
と
な
る
。
大
判
・
明
治
四
五
・
六
・
ニ
O

、

録
一
入
・
八
九
六
）
し
か
し
、
秦
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
回
回
国
回
に
お
け
る
罪
刑
か
ら
み
て
も
髪
や
ひ
げ
を
剃
り
取
る
こ
と
は
、
耳
を
切
り
裂
く
こ
と
と
同
等
或
は

そ
れ
以
上
の
行
為
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
当
然
、
傷
害
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

秦漢賊律孜（堀）

闘
傷
に
お
け
る
n

面
白
μ

の
意
義

前
節
で
採
り
上
げ
た
三
例
は
、
い
ず
れ
も
私
闘
に
よ
る
侵
害
行
為
で
あ
る
が
、
周
知
の
如
く
、
現
行
刑
法
で
は
、
こ
の
様
な

H

喧
嘩

(l
) 

の
上
で
の
傷
害
沙
汰
H
が
正
当
防
衛
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
学
説
・
判
例
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
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多
く
の
場
合
、
そ
の
行
為
が
反
射
的
に
出
で
た
防
禦
の
意
思
に
よ
り
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
秦
簡
上
の
諸
事
例
を
見
る
と
、
そ
の
行
為
の
多
く
は
、
既
に
防
禦
の
域
を
越
え
た
侵
害
行
為
の
性
質
を
お
び
て
い
る
こ
と366 

が
知
ら
れ
る
。
も
し
、
闘
傷
が
一
時
的
な
憤
怒
に
よ
る
か
、
防
禦
の
範
囲
に
留
ま
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
殴
打
や
刺
傷
な
ど
の
結
果
を
致

す
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
が
、
秦
簡
上
の
諸
例
を
み
る
と
、
彼
ら
の
行
為
は
、
何
ら
か
の
意
図
に
基
づ
い
て
い
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な

し、

そ
こ
で
、
次
に
、
彼
ら
を
し
て
か
か
る
行
動
に
馳
せ
し
め
た
要
因
に
つ
き
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。

前
近
代
の
中
国
で
は
、
世
界
を
王
・
皇
帝
の
徳
化
の
及
ぶ
円
華
H
と
化
外
の
H

夷
υ

に
区
分
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
東
方
は
夷
と
日

う
。
被
髪
文
身
l

食
を
火
か
ざ
る
者
あ
り
。
」
「
（
『
礼
記
』
王
制
）
「
越
王
勾
践
は
、
勇
髪
文
身
す
。
」
（
『
墨
子
』
公
孟
篇
）
と
あ
る
如
く
、
周
辺

諸
族
の
ご
く
日
常
的
な
風
俗
も
中
華
の
民
か
ら
見
れ
ば
、
奇
異
な
風
習
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
礼
を
も
っ
て
華
・
夷
を
分

け
る
と
い
う
彼
ら
固
有
の
観
念
か
ら

ω
断
（
被
・
勢
）
髪
、
制
鯨
面
・
文
身
、
例
不
火
食
な
ど
の
風
俗
に
対
し
、
格
別
な
関
心
を
払
っ
て

、
－

m
－
。

E
V
中
れき

て
、
時
代
は
や
ふ
降
る
が
、
『
三
国
志
』
「
貌
書
一
」
倭
人
の
条
に
、
邪
馬
台
国
の
風
俗
を
一
記
し
て
、

男
子
は
大
小
と
な
く
、
み
な
鯨
面
文
身
す
。
：
：
：
女
子
は
被
髪
屈
紛
し
、
衣
を
作
る
こ
と
単
被
の
如
し
。
：
：
：
倭
の
地
は
温

暖
に
し
て
、
冬
夏
、
生
菜
を
食
ら
い
、
み
な
徒
銑
な
り
。

と
あ
る
如
く
、
一
二
世
紀
頃
の
我
が
国
で
は
、
鯨
面
・
文
身
し
、
生
菜
を
常
食
と
し
、
ま
た
、
断
髪
の
面
ま
で
窺
わ
し
め
る
記
事
が
あ
る
。

0

0

 

元
来
、
中
国
に
お
い
て
は
「
身
体
髪
膚
、
こ
れ
を
父
母
よ
り
受
く
、
敢
え
て
致
傷
せ
ざ
る
は
孝
の
始
め
な
り
。
」
（
『
孝
経
』
開
宗
明
義
章
）

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
も
し
、
断
髪
・
鯨
面
な
ど
が
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
者
は
不
孝
者
と
し
て
の
熔
印
が
押
さ
れ
、
社
会
か
ら
排
除

さ
れ
る
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
意
識
は
H

面
白
・
面
子
υ

の
維
持
と
い
う
面
に
最
も
端
的
に
現
わ
さ
れ
た
。
す
な
わ



ち
、
彼
ら
の
意
識
に
お
い
て
は
、
面
白
の
全
う
な
ら
ざ
る
者
は
、
夷
狭
の
属
か
、
さ
も
な
く
ば
、
不
孝
者
の
類
に
し
か
過
ぎ
な
い
存
在

と
な
る
。

さ
て
、
秦
漢
律
で
は
、
宮
・
斬
祉
の
ほ
か
、
劇
（
は
な
ぎ
り
）
・
蘇
・
完
・
耐
な
ど
面
頭
部
に
対
す
る
刑
罰
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
、
公
権
力
が
彼
等
の
内
に
あ
る
か
く
な
る
意
識
に
巧
み
に
乗
じ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
闘
の
場
に
お
い

て
も
、

一
た
び
面
白
を
損
わ
れ
た
者
は
夷
放
や
刑
徒
と
同
類
な
も
の
と
し
て
蔑
ま
れ
、
も
は
や
、

一
個
の
男
子
と
し
て
の
尊
厳
を
保
つ

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
様
に
、
私
闘
の
場
に
お
け
る
一
見
異
常
と
も
思
え
る
行
為
は
、
彼
ら
の
内
に
お
け
る
H

面
白
H

の
本
質
を
抜
き
に
し
て
は
到
底

(2
) 

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
右
の
結
論
に
対
し
て
は
、
特
殊
な
事
例
を
も
っ
て
、

と
い
う
疑
念
も
呈
さ
れ
る

一
般
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
次
な
る
記
事
は
、
右
の
論
証
が
単
な
る
文
飾
で
は
な
い
こ
と
を
明
証
す
る
。
す
な
わ
ち
、
『
漢
書
』
醇
宣
伝
に

よ
れ
ば
前
漢
末
期
（
成
帝
l

哀
帝
）
の
時
代
、
東
海
郡
（
山
東
省
）
に
、
醇
宣
｜
況
と
い
う
父
子
が
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
郷
の
博
士
の
申

威
な
る
者
が
、
そ
の
父
を
「
宣
は
供
養
を
欠
き
、
喪
服
す
ら
行
わ
ず
、
骨
肉
に
薄
い
。
前
に
忠
孝
で
な
い
科
に
よ
り
職
を
免
ぜ
ら
れ
た

ほ
ど
の
者
で
あ
る
。
こ
の
様
な
輩
は
、
復
び
封
侯
に
列
ね
て
朝
廷
に
お
ら
し
め
る
べ
き
で
な
い
。
」
と
議
っ
た
。
そ
の
当
時
、
子
の
況
は

右
曹
侍
郎
の
位
に
あ
っ
た
が
、
威
に
よ
る
父
に
対
す
る
談
り
が
度
重
な
る
に
及
び
、

秦漢賊律孜（堀）

た
ま
た
ま

客
の
楊
明
に
賎
し
、
威
の
面
白
を
創
つ
け
、
位
に
居
ら
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
会
々
司
隷
に
欠
あ
り
、
況
は
威
が
之
に
な
る

こ
と
を
恐
れ
、
遂
に
〔
楊
〕
明
を
し
て
威
を
宮
門
の
外
に
遮
研
し
、
鼻
一
屑
を
断
ち
、
身
に
八
創
を
な
す
。

と
の
行
為
に
及
ん
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
、
子
の
況
の
意
図
は
、
威
の
面
白
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
司
隷
へ
の
昇
進
を
妨
げ
る
こ
と
に

367 

お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
瞭
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
当
時
に
お
い
て
は
、
面
白
の
存
否
が
そ
の
ま
ま
全
人
格
に
ま
で
及
ん
で
い
た



と
す
る
も
決
し
て
過
言
で
な
い
と
言
え
よ
う
。

こ
の

H

面
白
・
面
子
μ

な
る
語
は
、
現
代
中
国
に
お
い
て
も
「
悦
無
面
目
見
人
（
会
わ
す
顔
が
な
い
）
」
「
没
有
面
子
（
面
子
が
な
い
）
」
の

368 

ご
と
く
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
専
ら
比
輪
的
用
法
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
秦
漢
時
代
の
用
法
と
異
な
る
。
そ
し
て
、
本
節
に
お
け

る
諸
事
例
を
と
お
し
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
当
時
に
お
け
る

H

面
白
H

は
そ
の
辞
句
の
上
に
行
為
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
更
め
て

確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
『
史
記
』
の
伝
え
る
項
羽
の
辞
世
の
句
に

我
れ
何
の
面
白
あ
り
て
か
、
之
〔
江
東
の
父
兄
〕
に
見
え
ん
。

と
あ
り
、
ま
た
『
漢
書
』
蘇
武
伝
に
、

武
謂
わ
く
「
節
を
屈
し
命
を
厚
し
め
ら
る
れ
ば
、
生
く
る
と
雄
も
何
の
面
白
あ
り
て
か
漢
に
帰
ら
ん
」
と
、
侃
万
を
引
き
て

自
ら
刺
す
。

と
あ
る
如
く
、
比
喰
的
用
法
の
例
も
見
ら
れ
る
が
、
右
に
お
け
る
面
白
の
失
態
は
、
生
命
と
同
等
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
重
み
を
有
す

る
と
い
う
点
で
、
現
代
的
意
味
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
秦
漢
社
会
の
風
潮
と
し
て
、
面
白
を
こ
と
さ
ら
尊
ぶ
こ
と
を
述
べ
た
が
、
視
点
を
近
世
の
中
国
社
会
に
向
け
て
み
る
と
、
魯

迅
の
随
筆
や
老
舎
の
小
説
に
見
ら
れ
る
如
く
、
罵
墨
田
雑
言
の
行
使
が
際
立
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
後
藤
朝
太
郎
氏
が
「
幾
ら
激
し
て
来

て
も
殴
合
に
及
ぶ
様
な
事
は
決
し
て
な
く
、
唯
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
叫
び
猛
る
だ
け
の
事
だ
。
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
様
に
、
言
語
を
闘

争
の
手
段
に
用
い
て
い
る
。

し
か
し
、
右
の
態
様
と
小
論
で
得
た
結
論
と
の
聞
に
は
、
大
き
な
隔
り
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
二
千
年
の
聞
に
か
く
も
大

き
な
変
化
を
な
さ
し
め
た
要
因
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
律
の
抑
止
力
も
、
そ
の
一
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

以
上
に
、
文
明
の
進
歩
が
果
し
た
役
割
り
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
耳
鼻
を
噛
み
切
る
が
如
き
行
為
こ
そ
、
彼
ら
が
蔑
ん
で
い



た
禽
獣
の
行
為
に
近
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
に
替
っ
て
、
誓
言
が
闘
争
の
手
段
の
主
流
に
お
か
れ
た
。
中
国
は
文
字
の
国
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
相
手
の
川
面
子
を
つ
ぶ
す

μ

た
め
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
修
辞
を
用
い
た
。
解
放
前
の
中
国
に
お
け
る
署
言
の
数
々
こ
そ
、
彼

ら
が
営
々
と
築
き
上
げ
た
H

文
化
μ

の
所
産
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

秦漢賊律孜（掘）

（1
）
喧
嘩
と
正
当
防
衛
に
関
す
る
専
論
と
し
て
は
、
①
木
村
亀
二
「
喧
嘩
と
正
当
防
衛
」
（
『
小
野
博
土
還
暦
記
念
・
刑
事
法
の
理
論
と
現
実
付
刑
法
』
、
有
斐
閣
、
一

九
五
一
年
）
②
名
和
鉄
郎
「
暗
一
嘩
と
正
当
防
衛
」
（
『
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
五
七
号
、
刑
法
判
例
百
選

I

総
論
、
一
九
七
八
年
）
等
が
あ
り
、
関
連
学
説
・
判
例
も
数

多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（2
）
面
白
・
面
子
の
観
念
は
中
国
人
の
体
質
の
中
に
浸
透
し
す
ぎ
て
い
る
故
か
、
い
わ
ゆ
る

w

灯
台
下
暗
し
d
〔
丈
八
灯
台
、
照
遠
不
照
近
の
漢
語
に
由
来
〕
の
如
く
、

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
中
国
人
自
ら
こ
れ
に
論
及
し
て
い
る
も
の
は
下
記
の
限
り
で
あ
る
。
反
面
、
面
目
に
こ
だ
わ
る
中
国
人
の
意
識
は
、
欧
米
人
に
と
っ
て
極
め

て
奇
異
に
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
面
目
・
面
子
に
関
す
る
論
考
・
記
事
を
挙
げ
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。

①
〉
三
宮
『
出
－m
E
F

。
z
g
訟
の

Y
P
E
a
s
z
t
S
H
聞
け
邑
－
E
E
－
志
・

5
l
H∞
た
だ
し
、
同
書
は
白
神
徹
訳
『
支
那
的
性
格
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
四O

年
）
に
全
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
g

ロ
W
E
p
g

田
（U
P
H
H
S
W
A
p
g
p
d
－m
・
〉
・
）
よ
り
再
刊
さ
れ
て
い
る
。
（
一
九
七
O
年
）
②
冨
自
宅
号
。
ァ
c
o
m
p
g虫色
件
。

〉
広
忠
釘
冊
目
『
何
冊
目
日
間
同

0
5
8
N
H
O－o
m
Z
ω切
仏0
・
5
N
？
N
H
③
H
H・
項
目
戸
。H
p
c
z
g
m
Zロ
宮
司
王
田
与
え
什
田
宮
古Z
H
o
m
F
P
O
S
H
目
的
）
巴8W
M）
・5
・
④
魯
迅

「
且
介
亭
雑
文
」
（
『
魯
迅
全
集
』
第
六
巻
三
版
、
魯
迅
全
集
出
版
社
、
一
九
四
八
年
）
⑤
ピ
ロ
ベ
己

g
m
円
切
（
林
語
堂
）
3
0
E
5
0
Q

日
江
口
・
回mm担
当
w
m丘
町
8
8

品

m
w
o
Z
V
8
8
2
z
p
E
E

け
∞
目
立
5
2
8
0
1
5
ω
ω）⑤
瀧
川
政
次
郎
、
前
掲
書
、
二
一
頁
。
⑦
出
回
目
g
D
Z

同
F
J
3
0
。
z
g

窓
口

8
2
1
a
4
p
o
o－
－

a

〉
g
a

目
。
自
〉
己
回
目
。
宮
戸
高
山
田
ぺ
凶
凶
凶
凶
〈

H
Z
。
・
H

宮
ユ
同
（
H
E
S
E
－
合
l
E

＠
呉
主
恵
『
漢
民
族
の
研
究
』
（
中
交
総
社
。
貿
易
会
館
文
化
部
、
一
九
四
九

年
）
二
九
三
頁
。
⑤
仁
井
田
陸
「
而
子
」
（
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
六
一
年
）
同
「
面
子
」
（
『
世
界
大
百
科
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
六
一
年
）
同
「
東
洋

的
社
会
倫
理
の
性
格
」
（
『
東
洋
文
化
講
座
』
第
三
巻
所
収
、
一
九
四
八
年
、
同
氏
著
『
中
国
法
制
史
研
究
〔
法
と
慣
習
・
法
と
道
徳
〕
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四

年
、
「
法
と
道
徳
」
第
二
章
に
「
旧
中
国
の
規
範
意
識
の
性
格
と
構
造
」
と
し
て
増
訂
再
録
）
同
「
旧
中
国
人
の
言
語
表
現
に
見
る
倫
理
的
性
格
」
（
『
新
中
国
』
一
八

号
、
一
九
四
七
年
、
同
氏
前
掲
著
書
、
再
録
）
、
同
「
浮
生
六
記
」
（
東
京
大
学
中
国
文
学
研
究
室
編
『
中
国
の
名
著
』
所
収
、
一
九
六
一
年
、
同
氏
前
掲
著
書
に
て
旧

中
国
社
会
の
義
理
と
人
情
」
と
し
て
改
題
再
録
）
⑮
白
井
浩
「
中
国
人
か
た
ぎ
今
昔
」
（
『
新
し
い
中
国
』
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
三
年
、
所
収
）
⑪
藤
江
在
史
『
こ

と
ば
か
ら
見
た
中
国
1

不
同
風
』
（
自
治
日
報
社
、
一
九
七
一
年
）
一
二
一
八
頁
。

（3
）
同
氏
著
『
隣
邦
支
那
』
（
今
日
の
問
題
社
、
一
九
三
七
年
）
一
六O頁
。
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四

秦
漢
律
に
お
け
る
同
害
刑
的
要
素
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前
掲
付
に
お
け
る
罪
刑
の
関
係
を
図
に
示
す
と

官甲
ヵ：ヵ：

甲乙
のの
頭頭
髪髪
をを
現勢

るとコモ

〈
犯
罪
事
実
〉

〈
刑
罰
の
一
部
〉

の
如
く
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
甲
は
こ
と
身
体
損
傷
の
面
で
は
、
加
害
行
為
と
同
一
内
容
の
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

既
述
の
ご
と
く
、
右
に
お
け
る
犯
罪
と
刑
罰
は
い
ず
れ
も
H

面
白
の
失
態
H

に
重
大
に
係
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
、
犯
罪
と
刑

罰
の
内
容
が
一
致
し
て
い
る
の
は
、
果
た
し
て
単
な
る
暗
合
に
す
ぎ
な
い
と
看
過
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
て

く
る
の
が
、

若
し
人
が
他
人
の
限
を
潰
せ
ば
、
彼
の
眼
を
潰
す
ベ
し
。
（
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
一
九
六
）

人
を
殺
す
者
は
か
な
ら
ず
訣
さ
る
べ
し

：
：
人
も
し
そ
の
都
人
に
傷
損
を
つ
け
な
ば
そ
の
な
せ
し
如
く
自
己
も
せ
ら
る
ベ

(l
) 

し
、
即
ち
挫
は
挫
、
目
は
目
、
歯
は
歯
を
も
て
償
う
ベ
し
。
（
『
嘗
約
聖
書
』
レ
ビ
記
、
二
四
章
二
O
）

(2
)(

3
) 

い
わ
ゆ
る
タ
リ
オ
（
同
害
刑
）
の
原
則
で
あ
る
。

と
あ
る
。

か
つ
て
、
仁
井
田
陸
氏
は

(a) 

人
を
殺
し
た
も
の
は
死
、
人
を
傷
け
た
も
の
は
刑
せ
ら
る
。
こ
れ
百
王
の
同
じ
き
と
こ
ろ
。
（
『
萄
子
』
正
論
篇
）

(b) 

人
を
殺
し
た
も
の
は
死
、
人
を
傷
け
お
よ
び
盗
は
罪
に
い
た
さ
ん
。
（
『
史
記
』
高
祖
本
紀
・
『
漢
書
』
高
帝
紀
、
伺
、
刊
法
志
）



、
、
‘
，
JnL 

，
，t
、

む
か
し
、
人
を
傷
け
た
も
の
は
刑
せ
ら
れ
、
盗
ん
だ
も
の
は
罰
せ
ら
れ
、
人
を
殺
し
た
も
の
は
殺
さ
る
。

（
『
塩
鉄
論
』
刑
徳
）

と
、
中
国
法
上
に
お
け
る
同
害
刑
的
側
面
を
論
じ
ら
れ
た
。
（
以
上
納
J

例
は
氏
の
著
書
か
ら
の
引
用
、
ま
た
、
氏
は
右
の
ほ
か
コ
ニ
国
士
山
』
『
宋

史
』
『
孟
子
』
等
に
お
け
る
同
趣
旨
の
史
料
を
挙
げ
ら
れ
る
。
）
し
か
し
、
氏
の
説
は
律
の
箇
条
や
判
決
例
な
ど
と
い
っ
た
有
力
な
証
拠
に
よ
っ

(4
>

て
裏
づ
け
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
定
説
に
ま
で
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
秦
簡
の
出
土
は
中
国
法
に

お
け
る
同
害
刑
的
要
素
の
有
無
を
再
び
論
ず
る
機
運
を
も
た
ら
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は
ま
ず
、
在
来
史
料
に
よ
り
先
学
の
研
究
を
補
遺

し
、
次
い
で
、
秦
簡
に
よ
り
同
害
刑
的
要
素
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

付

『
史
記
』
『
漢
書
』
に
お
け
る
同
害
刑
的
思
想

『
史
記
』
活
唯
列
伝
に
よ
れ
ば
、
応
侯
が
秦
の
昭
王
に
鄭
安
平
を
将
軍
に
推
薦
し
、
越
を
攻
め
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
鄭
安
平
は
〔
秦

主
の
意
図
に
反
し
〕
敵
軍
に
投
降
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
応
侯
は
〔
秦
王
に
対
し
て
〕
自
ら
の
処
断
を
請
う
た
件
が
あ
っ
た
が
、
こ

こ
で
、
司
馬
遷
は

(d) 

秦
の
法
H

人
に
任
じ
て
任
ず
る
所
善
か
ら
ざ
れ
ば
、
各
々
そ
の
罪
を
以
っ
て
之
を
罪
すH
こ
こ
に
お
い
て
、
応
侯
の
罪
は
三

族
を
収
む
る
に
当
る
。

秦漢賊律孜（堀）

と
、
秦
律
を
引
用
し
つ
つ
叙
述
を
す
す
め
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
保
挙
の
法
で
あ
り
、
律
と
は
な
じ
ま
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
収
三
族
」
と
い
う
重
罰
か
ら
判
断
し
て
も
そ
の
実

は
刑
法
的
規
定
と
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
し
て
、
右
文
に
お
け
る
「
以
其
罪
罪
之
」
は
以
後
、
中
国
律
の
慣
用
術
語
と
な
り
、
主
と

右
は
、

371 

L

て
「
反
坐
L

の
規
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。



次
い
で
『
漢
書
』
醇
宣
伝
の
前
掲
記
事
に
後
続
す
る
部
分
に
、
父
の
宣
を
議
っ
た
申
威
に
傷
害
を
加
え
た
子
と
客
の
明
に
対
す
る
処

分
を
め
ぐ
っ
て
、
御
史
中
丞
の
衆
等
は
奏
し
て

372 

(e) 

春
秋
の
義
、
意
悪
け
れ
ば
功
遂
ぐ
る
も
誌
を
免
れ
ず
。
上
浸
の
源
、
長
ぜ
し
め
る
べ
か
ら
ず
。
況
は
首
た
り
て
悪
を
な

し
、
明
は
手
ず
か
ら
傷
つ
け
る
。
功
意
倶
に
悪
し
。
み
な
大
不
敬
な
り
。
明
は
ま
さ
に
重
き
を
以
っ
て
論
ず
べ
く
し
て
、

況
と
及
に
み
な
棄
市
す
べ
し
。

と
両
者
に
対
す
る
極
刑
を
主
張
し
た
。
そ
の
と
き
、
廷
尉
の
真
民

(f) 

あ
ず
か

律
に
日
く
「
闘
す
る
に
刃
を
以
っ
て
人
を
傷
つ
れ
ば
完
城
旦
と
し
、
そ
の
賊
な
ら
ば
罪
一
等
を
加
う
。
謀
に
与
る
も
の

は
罪
を
同
じ
く
す
」
と
。

と
、
ま
ず
漢
の
賊
律
を
引
用
し

つ
い
で

（司

本
よ
り
私
変
を
争
う
に
し
て
、
披
門
の
外
と
難
も
、
威
を
道
中
に
傷
つ
け
る
は
、
凡
民
の
争
闘
と
異
る
こ
と
な
し
。

「
人
を
殺
せ
し
者
は
死
さ
れ
、
人
を
傷
つ
く
る
者
は
刑
せ
ら
れ
る
」
と
は
、
古
今
の
通
道
に
し
て
、
三
代
易
ら
ざ
る
所
な

（7
）
あ
た
あ
た

り
。
孔
子
日
く
「
必
ず
や
名
を
正
さ
ん
か
」
と
。
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
即
ち
刑
罰
中
ら
ざ
る
に
至
る
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ

ば
、
民
、
手
足
を
錯
く
所
な
し
。

(8
) 

と
、
傷
害
行
為
に
対
し
て
、
極
刑
を
用
い
る
こ
と
の
条
理
に
合
わ
ざ
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
こ
に
、
〔
殺
人
↓
死
。
傷
害
↓
刑
〕
と
の
法

原
則
が
示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

か
つ
て
仁
井
田
氏
が
示
さ
れ
た
、
『
萄
子
』
「
史
記
』
『
漢
書
』
等
に
見
ら
れ
る
法
理
と
軌
を
一
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
（
参
照
、
前
載
糾
1

例
）

(9
) 

こ
の
様
に
、
『
萄
子
』
以
来
の
諸
文
献
に
散
見
さ
れ
て
い
た
円
殺
人
者
死
、
傷
人
者
刑
μ
と
あ
る
法
原
則
は
円
百
王
之
所
同
H
H古
今

之
通
道
μ

」
ニ
代
所
不
易μ
と
あ
る
如
く
、
戦
国
・
秦
漢
時
代
の
刑
罰
思
想
を
支
え
る
一
大
原
則
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら



れ
る
．
そ
し
て
、
「
（
傷
人
者
）
刑
」
と
は
、
広
義
に
お
け
る
刑
罰
一
般
を
示
す
の
で
は
な
く
．
狭
義
に
お
け
る
身
体
損
傷
刑
を
表
す
も
の

で
あ
る
こ
と
も
知
れ
る
。

。

秦
律
に
お
け
る
同
害
刑
的
要
素

H

－
秦
の
社
会
は
無
道
に
し
て
、
そ
の
法
は
苛
酷
で
あ
る
μ

と
の
観
念
は
、
秦
滅
亡
以
後
二
千
有
余
年
、
東
洋
社
会
に
深
く
根
付
い
て
い
た
。

秦
朝
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
は
さ
て
お
き
、
秦
法
が
苛
酷
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
論
拠
に
よ
り
て
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
『
史
記
』
に

、
、
，e
Jh

 

／
1
、

〔
始
皇
三
十
四
年
（
前
二
二
ニ
）
〕
丞
相
、
李
斯
日
「
：
：
：
天
下
の
敢
え
て
『
詩
』
『
書
』
百
家
の
語
を
蔵
す
る
者
あ
ら
ば
、

悉
く
守
に
詣
せ
。
尉
は
之
を
雑
焼
せ
よ
。
敢
て
『
詩
』
『
書
』
を
偶
語
す
る
者
あ
ら
ば
、
棄
市
さ
れ
ん
。
古
を
以
っ
て
今

を
非
る
者
は
族
さ
れ
ん
。
吏
の
見
知
し
て
挙
げ
ざ
る
者
は
罪
を
同
じ
く
せ
ん
。
令
下
り
て
三
十
日
に
し
て
焼
か
ざ
れ
ば
、

鯨
し
て
城
旦
と
な
す
。
（
巻
六
「
秦
始
皇
本
紀
」
）

と
あ
り
、
ま
た
、

、
、
，a，
，

.,
A 

，
，
，
‘
、

〔
二
世
元
年
（
前
二O
九
）
〕
越
高
田
く
「
法
を
厳
に
し
て
刑
を
刻
に
し
、
有
罪
の
者
を
し
て
相
い
誌
に
坐
し
族
を
収
す
る

に
至
ら
令
め
、
大
臣
を
滅
し
て
骨
肉
を
遠
ざ
け
、
貧
者
は
之
を
富
ま
せ
、
賎
者
は
之
を
貴
く
し
、
尽
く
先
帝
の
故
臣
を
除

秦漢賊律孜（堀）

去
し
、
更
め
て
陛
下
の
親
信
す
る
所
の
者
を
置
い
て
之
を
近
づ
け
よ
。
：
：
：
」
と
。
二
世
、
高
の
言
を
然
り
と
す
。
乃
ち

た
ち
ま

更
め
て
法
律
を
為
る
。
是
に
於
い
て
重
臣
・
諸
公
子
、
罪
あ
ら
ば
、
親
ち
高
に
下
し
て
之
を
鞠
治
せ
し
む
。
大
臣
の
蒙
毅

等
を
殺
し
、
公
子
十
二
人
は
威
陽
の
市
に
惨
死
し
、
十
公
主
は
杜
に
舵
死
す
。
：
：
：
法
令
・
諒
罰
は
日
に
益
々
刻
深
た
り
。
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（
『
史
記
』
巻
八
七
・
李
斯
列
伝
）



と
伝
え
ら
れ
る
如
く
、
そ
の
法
の
峻
酷
な
る
一
面
は
窺
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
右
叙
述
は
か
な
り
伝
聞
的
要
素
が
強
く
、
私
は

こ
れ
ら
を
漢
高
祖
に
よ
る
「
法
一
二
章
」
を
殊
更
に
引
き
立
た
せ
る
た
め
に
な
し
た
附
会
の
色
が
強
い
と
推
断
す
る
が
、
一
歩
を
譲
っ
て

374 

も
、
法
が
酷
し
く
な
っ
た
の
は
始
皇
三
十
四
年
以
降
の
こ
と
で
、
『
秦
法
経
』
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
王
朝

の
末
期
的
態
様
の
一
種
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
秦
律
に
お
い
て
は
、
ど
の
様
な
刑
罰
思
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
一
ま
ず
始
皇
三
十
四
年
以
降
の
改
定
部
分
を
除
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
秦
代
の
刑
罰
思
想
を
考
察
す
る
前
段
階
と
し
て
、
当
時
の
法
典
が
、
成
文
法
と
し
て
ど
の
程
度
の
完
成
の
域
に
あ
っ
た
か
に

っ
き
述
べ
て
お
き
た
い

法
典
と
し
て
の
『
秦
法
経
』
が
、
ど
の
程
度
の
編
纂
技
術
を
も
っ
て
作
ら
れ
、
司
法
面
で
機
能
し
て
い
た
か
を
量
る
に
は
、
中
国
律

の
集
大
成
と
さ
れ
る
『
唐
律
』
と
の
比
較
が
適
宜
な
方
法
と
号
一
？
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
右
の
方
法
に
よ
り
、
的
犯
罪
と
刑
罰
の
対
応
が
き
ち
ん
と
法
定
さ
れ
て
い
る
か
。
制
律
の
中
に
法
の
適
用
に
対
す
る
監
視

機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
か
。
約
律
に
明
文
な
き
事
案
に
対
し
て
は
、
ど
の
様
な
手
続
き
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
三
占
川

に
つ
き
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い

ま
ず
的
の
点
に
関
し
、
か
ね
て
よ
り
唐
律
の
う
ち
に
H

罪
刑
法
定
主
義
μ
が
存
す
か
否
か
に
つ
き
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿

で
そ
の
存
否
を
問
う
の
は
論
旨
よ
り
外
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
単
に
、
唐
律
で
規
定
す
る
罪
科
が
秦
簡
の
中
で
ど
の
程
度
法
定
さ
れ

て
い
る
か
に
つ
き
論
じ
る
に
止
め
た
レ
。そ
こ
で
、
関
殴
・
傷
に
例
を
と
り
、
両
者
の
比
較
を
な
す
と
、
次
表E
の
と
お
り
と
な
る
。



表
II 

秦
樟
・
唐
脅
に
お
け
る
闘
殴
傷
例

秦漢賊律孜（堀）

ヨ す3 ワ ヲ ノレ ヌ チ ト -ホ ーー ノ、 ロ イ

一 一 一一一ト一一一

傷相闘 縛 盲 賊 折

兵以刃傷
剣 髪断結 噛断鼻 病痕 提 傷 殴 行

傷 支 為 秦

耳沢人発 指 事

唇 項

回 回 国 固 回 固 図 回 固 回 回 図 回 事
回 図 図 固

律
図 囚

図 管1

一一一ト－1

傷両相段 人威制縛力 霊共傷人殴
保 不因闘 損

折人支体朕 折刃傷及人防 兵刃研射人 髪手色 折歯 血従百 量字費以上 費器人以殴
殴

事 事上以 行

段決耳鼻 唐

傷故殴人 為

級革 自
事

級折轟) 
，一~、

，園、、

折級傷
項

ト一一一 一一一トーー『
律

九 A 七 ーI且圃＼. 五 四 四 一 一 一 一 一 一 条

四 文
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註

（i
）
秦
律
に
お
け
る
口
は
前
掲
表
I

に
対
応
し
て
い
る
．

（H
U
）
唐
律
に
お
け
る
条
文
は
戴
炎
輝
氏
の
分
類
（
『
唐
律
各
論
』
）
に
よ
る
。
（）も
同
氏
の
分
類
に
従
う
。
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表
E

に
よ
る
と
お
り
、
唐
律
で
規
定
す
る
闘
故
殴
傷
の
殆
ど
の
事
項
は
、
既
に
秦
簡
の
上
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か

も
、
秦
簡
に
見
ら
れ
る
諸
条
は
秦
律
そ
の
も
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秦
律
の
完
成
度
は
我
々
の
推
測

、
、F

を
越
え
る
域
に
達
し
て
い
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
前
節
ω
に
関
連
し
て
考
察
し
た
ご
と
く
、
唐
律
に
お
け
る
比
附
に
相
当

d
魚
、

す
る
法
の
解
釈
と
適
用
も
見
ら
れ
、
明
文
な
き
行
為
に
対
し
て
は
、
慎
重
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
、

唐
律
を
湖
る
こ
と
八
八
O
年
以
上
に
及
ぶ
秦
律
に
お
い
て
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
罪
刑
が
法
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

次
い
で
帥
の
事
項
に
つ
き
検
討
を
な
す
が
、
唐
律
で
は
、
故
意
・
過
失
を
間
わ
ず
刑
の
処
断
に
適
正
を
欠
い
た
官
司
に
対
し
て
「
出

入
人
罪
」
の
規
定
を
も
っ
て
厳
罰
に
処
し
て
い
た
。
（
「
断
獄
律
」
一
九
条
）

一
方
、
秦
律
で
は

、
‘
‘
，
，
，

・

1
d

’
’l
、

あ
た

土
伍
甲
、
盗
を
な
す
。
得
わ
る
る
時
を
以
っ
て
臓
を
値
る
に
、
賊
値
は
六
百
六
十
を
過
ぐ
。
吏
、
値
ら
ず
。
そ
の
獄
鞠

に
〔
お
よ
び
〕
て
乃
ち
臓
を
値
る
に
、
臓
は
百
一
十
な
り
。
以
っ
て
耐
を
論
ず
。

問
う
、
甲
及
び
吏
は
何
に
論
ぜ
ら
れ
ん
。

〔
答
う
〕
甲
は
鯨
城
旦
に
当
り
、
吏
は
失
刑
罪
と
為
す
。
或
し
、
端
な
れ
ば
不
直
と
な
す
。
（
「
法
律
答
問
」
一
三
ニ

1

三
四
）

、
、i
J

唱K
，
，l
、

士
伍
甲
、
盗
を
な
す
。
得
わ
る
る
時
を
以
っ
て
臓
を
値
る
に
、
賊
値
は
百
一
十
な
り
。
吏
、
値
ら
ず
。
そ
の
獄
鞠
に

〔
お
よ
び
〕
て
乃
ち
臓
を
値
る
に
、
臓
は
六
百
六
十
を
過
ぎ
て
、
甲
を
鯨
し
て
城
且
と
な
す
と
す
。

問
う
、
甲
及
び
吏
は
何
に
論
ぜ
ら
れ
ん
。

〔
答
う
〕
甲
は
耐
為
隷
臣
に
当
り
、
吏
は
失
刑
罪
と
な
す
。
（
問
、
三
五J
三
六
）



、
‘l
f

’EA ’
’l
、

甲
に
罪
あ
り
。
吏
知
り
て
端
に
之
を
重
く
し
、
若
し
く
は
軽
く
す
．

〔
問
う
〕
論
ん
ず
る
に
何
に
せ
ん
。

〔
答
う
〕
不
直
と
な
す
。
（
問
、
三
六
）

(m) 

論
獄

〔
問
う
〕
何
を
か
不
直
と
謂
う
や
。
何
を
か
縦
囚
と
謂
う
や
。

罪
あ
り
て
、
当
に
重
く
す
べ
き
に
端
に
之
を
軽
く
し
、
当
に
軽
く
す
べ
き
に
端
に
之
を
重
く
せ
ば
、
之
を
不
直

い
つ
わ

と
謂
う
。
当
に
論
ず
べ
く
し
て
端
に
論
ぜ
ず
。
及
び
、
そ
の
獄
を
傷
り
て
端
に
致
さ
ず
、
之
を
出
す
を
縦
囚
と
謂
う
。

〔
答
う
〕

（
問
、
九
三
）

と
あ
る
如
く
、
唐
律
の
「
官
司
出
入
人
罪
」
に
相
当
す
る
要
件
を
明
文
化
し
て
あ
る
。
右
条ω
j
例
よ
り
断
罪
の
不
適
正
の
要
件
を
整

理
す
る
と
、
次
表
面
の
と
お
り
と
な
る
。

秦漢賊律孜（堀）
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表
皿

失

出入右
表
に
て
「
縦
囚
」
「
不
直
」
「
失
刑
罪
」
等
の
諸
要
件
が
一
覧
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
ほ
ど
の
様
な
刑
罰
が
科
さ
れ
て
い
た



の
で
あ
ろ
う
か
。

周
知
の
如
く
、
唐
「
断
獄
律
」
で
は
官
司
の

H

出
入
人
罪
H

に
対
し
て
は

い
わ
ゆ
る
H

同
罪
υ

の
原
則
が
存
し
て
い
た
が
、
秦
律
378 

に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
原
則
が
確
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
に
、
関
連
記
事
を
挙
げ
る
と
、

、
、I
’n

 

’
’l
、

質
盾
に
不
直
あ
り
。

〔
問
う
〕
何
に
論
ぜ
ん
。

〔
答
う
〕
賀
盾
〔
に
当
て
ん
〕
（
「
法
律
答
問
」
四
七
）

(o) 

蹟
罪
に
不
直
あ
り
。
史
、
盛
田
夫
と
和
せ
ず
。

〔
問
う
〕
何
に
論
ぜ
ん
。

賞
一
盾
に
当
た
る
。
（
「
法
律
答
問
」
九
四
）

〔
答
う
〕

（
ロ
｝

註
盛
田
夫
｜
こ
の
場
合
、
県
・
道
の
長
官
。
畜
夫
に
関
し
て
は
多
く
の
専
論
が
あ
り
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。

和
ー
『
中
庸
』
に
「
発
市
中
節
、
謂
之
和
、
和
者
天
下
之
達
道
也
」
と
あ
る
如
く
、
事
理
の
程
に
合
う
こ
と
。
本
例
に
お

い
て
は
、
購
罪
規
定
の
程
に
合
致
す
る
よ
う
両
者
に
お
い
て
相
互
確
認
す
べ
き
手
続
を
示
す
。

と
あ
る
如
く
、
法
官
に
よ
る
法
適
用
の
不
適
正
に
対
す
る
反
坐
の
原
則
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
『
商
君
書
』
に
よ
れ
ば
、

(q) 

お
の
お
の
法
令
を
主
ど
る
の
民
、
敢
え
て
法
令
の
謂
う
所
の
名
を
行
う
を
忘
れ
れ
ば
、
お
の
お
の
そ
の
志
す
所
の
法
令

の
名
を
以
っ
て
こ
れ
を
罪
す
。
（
第
二
六
「
定
分
篇
」
）

と
あ
る
ご
と
く
、
戦
国
l

秦
に
お
け
る
か
く
な
る
反
坐
規
定
に
対
す
る
傍
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
又
、
右
記
事
よ
り
、
唐
「
断

獄
律
」
の
「
断
罪
引
律
令
格
式
」
の
原
則
も
、
戦
国
j

秦
代
に
既
に
脹
胎
し
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。

、
、
グ
’

h
r

り
に
つ
い
て
は
、
前
節
b

に
お
け
る
法
の
解
釈
と
適
用
が
一
つ
の
解
答
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
b

項
解
説
参
照
）
こ
れ
は
、
唐
律
の
「
其

d
、

d
《
、



応
入
罪
者
、
則
挙
軽
以
明
重
」
に
比
ら
え
る
こ
と
で
、
こ
こ
に
一
種
の
法
の
檀
断
の
抑
止
の
機
能
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ

し

(q) 

求
盗
、
罪
人
を
追
捕
す
る
に
、
罪
人
、
求
盗
を
格
殺
す
。

問
う
、
人
を
殺
せ
し
者
は
、
賊
殺
人
と
な
す
や
、
且
つ
闘
殺
と
な
す
や
．

〔
答
う
〕
闘
殺
人
と
な
す
。
〔
た
だ
し
〕
廷
行
事
に
お
い
て
は
、
賊
〔
殺
人
〕
と
な
す
。
（
「
法
律
答
問
」
六
六
）

と
あ
る
如
く
、
「
廷
行
事
」
を
も
っ
て
量
刑
の
基
準
を
示
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
秦
律
が
李
埋
の
『
法
経
』
（
前
回OO
年
頃
成
立
）

を
母
法
と
し
て
い
る
た
め
、
社
会
の
変
化
に
対
応
せ
し
め
る
べ
く
な
さ
れ
た
一
種
の
調
整
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
三
項
目
を
と
お
し
て
、
秦
律
の
本
質
の
一
端
に
触
れ
て
お
い
た
が
、
秦
簡
に
遺
さ
れ
る
諸
条
は
秦
律
そ
の
も
の
で
な
く
、
あ

く
ま
で
も
そ
の
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秦
律
の
体
系
は
我
々
の
推
測
の
域
を
越
え
る
ま
で
に
完
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ

う
次
に
、
問
題
を
さ
ら
に
掘
り
進
め
て
、
明
文
に
現
わ
れ
な
い
秦
律
上
の
一
大
原
則
の
究
明
に
及
ん
で
み
た
い
。

さ
て
、
周
知
の
如
く
、
江
戸
時
代
の
『
御
定
書
百
箇
条
』
で
は
、
出
来
心
か
ら
生
じ
た
盗
み
の
類
で
も
十
両
以
上
で
あ
れ
ば
死
罪
と

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
唐
律
に
お
い
て
も
後
述
の
如
く
、
臓
の
多
寡
に
よ
り
死
刑
に
及
ぶ
原
則
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
様
に

円
盗
罪υ
に
対
し
て
直
ち
に
極
刑
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
は
、
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
面
か
ら
見
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、

秦漢賊律孜（堀）

臓
の
多
寡
に
よ
り
刑
罰
の
軽
重
を
設
け
る
こ
と
は
刑
法
の
理
論
上
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
前
節
で
論
じ
た
H

同
害
刑
H

の
理
論
か
ら
は
、
円
盗
に
対
し
て
死
を
当
て
る
υ

の
関
係
は
決
し
て
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
こ
で
、
本
論
に
立
ち
戻
り
、
秦
簡
に
お
け
る
盗
罪
に
対
す
る
刑
罰
規
定
を
見
る
と
、
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害
盗
、
徴
を
別
ち
て
盗
を
な
さ
ば
、
之
に
加
罪
す
。



表W 秦律における盗罪と刑罰

Lそ＿：1 凡人ノ盗 ｜輸措ノ盗｜凡人ノ臥盗｜害盗措ノ五人盗
域 旦 帯、則域旦

220 銭以上 完 域 旦 鯨 城 日

110 銭以上 耐 隷 臣
斬左祉鯨

(66銭以上）
耐 司 冠 城旦
質 一

甲 〉遷 刑（劇城・旦蘇・完）耐 f民
(22銭以上）

賀 一 甲

1 銭以上 賀 一 盾一 'I 

1 銭未満 賀 一 盾 （不詳） （不詳） （不詳）

表V 唐律における盗罪と刑罰

Vそ~I 守 盗

一 尺 杖 60 杖 80 
徒 3年 流 2500

一疋ー尺 ” 70 If 90 

二疋ー尺 ’F 80 If 100 
流 2000 流 3000

三疋ー尺 ’E 90 徒 1 年

四疋ー尺 If 100 II 1. 5年 流 2500 加役流

五 疋 徒 1 年 ’r 2 年 6 疋疋 3000 
8 加役流 絞

十 疋 If 1. 5年 If 2. 5年 絞

---------十五疋 If 2 年 ’F 3 年 --------------二十疋 If 2. 5年 流 2000 -------ー一一一－－－－－
二十五疋 ’f 3 年 II 2500 

--------
//// 

三十疋 流 2000 II 3000 J一一一一

----------三十五疋 ’1 2500 絞

----------
///// 

四十疋 II 3000 ------一一一一一一-------五十疋 加役流 一一一一一一一 一一一一一 一一一一一－
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〔
問
う
〕
何
を
か
加
罪
と
謂
う
や
。

〔
答
う
〕
五
人
の
盗
、
臓
一
銭
以
上
な
ら
ば
、
斬
左
止
、
又
、
蘇
し
て
以
っ
て
城
旦
と
な
す
。
五
人
に
盈
た
ざ
る
は
、
盗

を
な
す
こ
と
六
百
六
十
銭
を
過
ぐ
れ
ば
、
鯨
削
則
し
て
以
っ
て
城
旦
と
な
し
、
六
百
六
十
銭
に
盈
た
ざ
る
こ
と
二
百
廿
銭
に

到
る
は
、
鯨
し
て
城
旦
と
な
し
、
二
百
廿
銭
に
盈
た
ざ
る
こ
と
一
銭
に
到
る
は
、
之
を
遷
す
。
求
盗
は
此
れ
に
比
ら
う
。

（
「
法
律
答
問
」
一
l
二
）

と
あ
る
如
く
、
い
わ
ゆ
る
監
守
側
の
立
場
に
あ
る
者
（
右
文
で
は
「
害
盗
」
「
求
盗
」
）
が
威
力
（
右
文
で
は
「
五
人
の
盗
」
）
を
も
っ
て
盗
を
な
し

た
と
き
で
も
「
斬
左
止
鯨
以
城
旦
」
に
止
ま
り
、
も
し
、
「
五
人
の
盗
」
の
要
件
を
備
え
な
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
臓
が
如
何
に
多
く
と
も

「
鯨
割
以
城
且
」
に
止
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
秦
律
の
下
で
は
盗
賊
の
額
や
手
段
に
拘
ら
ず
、
盗
（
強
盗
も
含
む
）
に
よ
っ
て
死
刑
と

な
る
罪
刑
の
あ
り
方
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
原
則
を
一
層
明
瞭
に
す
る
た
め
、
盗
罪
に
対
す
る
刑
罰
を
唐
律
と
の
比
較
の
上

で
表
N
・
V
に
整
理
し
て
お
き
た
山
。

右
表
W
・

V

で
一
覧
さ
れ
る
如
く
、
秦
律
で
は
、

た
と
え
害
盗
・
求
盗
（
唐
律
で
は
監
守
に
相
当
）
に
よ
る
五
人
ノ
盗
（
唐
律
で
は
強
盗
）

の
盗
賊
の
額
に
拘
ら
ず
肉
刑
＋
労
役
刑
に
止
ま
り
、
死
刑
に
は
至
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
る

こ
こ
に
H

人
を
殺
す
者
は
死
さ
れ
、
人
を
傷
つ
け
る
者
は
刑
せ
ら
る
H
と
い
う
一
大
原
則
が
、
秦
代
刑
罰
思
想
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
当
時
の
闘
傷
例
に
お
け
る
一
見
寄
妙
と
も
思
え
る
犯
罪
と
刑
罰
の
関
係
も
、

秦漢賊律孜（堀）

」
の
原
則
と
無
縁
で
な
か
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
よ
う
。

（1

）
引
用
文
は
、
日
本
聖
書
協
会
発
行
『
旧
新
約
聖
書
、
引
照
附
』
一
九
七
九
年
版
に
準
拠
し
た
．

（2
）
タ
リ
オ
は
、
従
来
、
反
坐
と
訳
さ
れ
て
い
た
。
〈
例
〉
鄭
競
毅
編
『
増
訂
重
印
法
律
大
辞
書
』
（
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
年
二
八
二
頁
。
し
か
し
、
中
国

務
氏
は
こ
れ
を
同
害
刑
と
翻
訳
さ
れ
た
。

（3
）
古
代
法
に
お
け
る
同
害
刑
の
原
則
は
、
本
稿
事
例
の
ほ
か
、
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
に
お
け
る
随
所
の
規
定
、
『
旧
約
聖
書
』
中
の
「
出
エ
ジ
プ
ト
記

L
「
申
命
記h
w
生
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命
に
は
生
命
を
、
歯
に
は
歯
を
、
傷
に
は
傷
を
d
で
知
ら
れ
る
『
コl
ラ
ン
』
四
・
四
九
）
、wも
し
一
日
肢
を
損
な
い
妥
協
を
遂
げ
な
い
も
の
は
タ
リ
オ
（
同
害
応
報
）

に
処
す
ベ
し
H

と
す
る
ロ
l

マ
の
『
十
二
表
法
』
、
中
田
薫
氏
の
論
考
「
ア
ッ
シ
リ
ア
法
書
及
び
ヒ
ッ
タ
イ
ト
法
典
」
（
『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
）
に
詳
し
い
。

（4
）
滋
賀
秀
三
氏
は
「
中
国
古
代
の
肉
刑
が
タ
リ
オ
（
同
害
刑
）
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
反
映
刑
の
要
素
も
少
く
も
顕
著
で

な
い
よ
と
さ
れ
、
か
つ
て
仁
井
田
氏
が
提
示
さ
れ
た
H

同
害
刑
H
的
要
素
を
否
定
さ
れ
た
。
同
「
中
国
上
代
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
一
考
察
｜
誓
と
盟
を
手
が
か
り
と
し

て
」
（
滋
賀
秀
三
・
平
松
義
郎
編
『
石
井
良
助
先
生
還
暦
祝
賀
・
法
制
史
論
集
』
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）

（5
）
唐
律
に
お
い
て
は
、
「
諸
貢
挙
非
其
人
、
及
応
貢
挙
市
不
貢
挙
者
、
一
人
徒
一
年
、
二
人
加
一
等
、
罪
止
徒
三
年
」
（
「
職
制
律
」
ニ
）
と
あ
る
。

（6
）
当
時
の
廷
尉
の
職
に
あ
っ
た
の
は
、
鹿
真
で
あ
っ
た
。
原
文
で
は
誤
っ
て
「
直
」
に
作
る
。

（7
）
『
論
語
』
子
路
篇
。

（8
）
京
帝
は
、
況
等
の
処
分
を
臣
下
に
議
し
た
結
果
、
廷
尉
の
意
見
を
い
れ
、
況
を
徒
罪
と
し
た
．

（9
）
前
掲
史
料
例
参
照
。

（
叩
）
前
掲
史
料
ω
参
照
。

（
日
）
律
と
罪
刑
法
定
主
義
の
関
連
に
言
及
し
た
論
考
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
小
野
清
一
郎
「
唐
律
に
於
け
る
刑
法
総
則
的
規
定
」
（
『
国
家
学
会
雑
誌
』
五
二
l

四
、
一
九
三
八
年
）
②
仁
井
田
陸
「
唐
律
に
於
け
る
通
則
的
規
定
の
来
源
」
（
『
東

方
学
報
・
東
京
』
一
一1
1

二
、
一
九
四
O
年
、
同
氏
著
『
中
国
法
制
史
研
究
〔
刑
法
〕
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
、
再
録
）
③
山
田
英
雄
「
奈
良
時
代
に
お

け
る
律
の
適
用
」
（
『
山
田
孝
雄
追
憶
史
学
語
学
論
集
』
宝
文
館
、
一
九
六
三
年
、
所
収
）
④
瀧
川
政
次
郎
「
律
の
罪
刑
法
定
主
義
！
山
田
英
雄
氏
の
『
奈
良
時
代
に

お
け
る
律
の
適
用
』
を
読
ん
で
｜
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
八
五
、
一
九
六
三
年
）
⑤
利
光
三
津
夫
『
裁
判
の
歴
史
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
四
年
）
一

O
九
頁
、
一
一
一
一
二
頁
。

⑤
竹
内
正
「
律
お
よ
び
大
赦
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
刑
法
雑
誌
』
一
四
！
一
、
一
九
六
五
年
）
⑦
奥
村
郁
三
「
旧
中
国
の
罪
刑
法
定
主
義
の
性
質
」
（
『
関
西
大
学

法
学
論
集
』
一
一
一
｜
五
、
‘
一
九
七
二
年
）
③
岡
野
誠
「
中
国
古
代
法
の
基
本
的
性
格
｜
い
わ
ゆ
る
『
罪
刑
法
定
主
義
的
制
度
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
唐
代
史
研
究
会
編
『
中

国
律
令
制
と
そ
の
展
開
l

周
辺
諸
国
へ
の
影
響
を
含
め
て
！
万
水
書
房
一
、
一
九
七
九
年
、
所
収
）

（
ロ
）
沓
夫
に
関
す
る
諸
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
秦
漢
時
代
の
脅
夫
に
つ
い
て
｜
『
漢
書
』
「
百
官
表
」
と
雲
夢
秦
簡
に
よ
る
一
考
察
」
（
『
史
滴
』
二
号
、
一
九
八
一
年

の
註
参
照
。

（
日
）
①
表
N
・

V

は
一
九
八
一
年
九
月
二
人
目
、
日
唐
律
比
較
研
究
会
例
会
（
於
・
明
治
大
学
）
に
て
提
出
し
た
資
料
に
基
づ
く
。

②
表
N
作
表
の
論
拠
は
「
法
律
容
間
」
一l
二
、
七
、
三
三l
三
五
、
一
一
二
ハ
、
ご
ニ
六J

一
三
七
で
あ
る
。
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五

ヵ：

き

あ

と

以
上
を
要
約
す
る
と
、

付
ま
ず
秦
簡
に
見
ら
れ
る
闘
殴
傷
の
諸
例
を
挙
げ
、
当
時
に
お
け
る
闘
殴
傷
の
特
徴
と
し
て
、
面
・
頭
髪
部
へ
の
傷
害
と
い
う
事
が

ら
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る

。
第
二
節
に
お
い
て
は
、
秦
漢
社
会
に
お
け
る
川
面
白
μ

の
も
つ
意
義
を
可
能
な
限
り
の
史
料
に
よ
り
考
察
し
て
み
た
が
、
そ
れ

は
、
現
在
我
々
が
用
い
る
比
輪
的
用
法
と
は
大
き
く
異
り
、

一
た
び
闘
傷
に
現
れ
る
と
き
は
、
そ
の
辞
句
の
中
に
行
為
が
直
接
投
影
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
即
ち
、
当
時
の
価
値
概
念
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
面
目
を
致
傷
す
る
こ
と
は
背
に
刃
を
突
き
立
て
る
以
上

の
H

キ
ズ
H

を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
当
時
に
お
い
て
も
、
人
間
と
し
て
の
名
誉
・
尊
厳
と
い
う
比
喰
的
語
法

に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
現
代
に
お
け
る
が
如
く
軽
々
と
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、

生
命
と
同
等
と
言
っ
て
よ
い
程
の
深
甚
な
意
味
を
帯
し
て
い
た
。

日
開
秦
律
は
『
史
記
』
『
漢
書
』
等
の
史
書
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
苛
酷
な
も
の
で
な
く
、
罪
刑
の
法
定
と
い
う
面
で
は
唐
律

に
比
肩
せ
ら
れ
る
ほ
ど
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
次
い
で
、
そ
の
根
本
思
想
の
中
に
は

H

人
を
殺
す
者
は
死
さ
れ
、
人
を
傷
つ

け
る
者
は
刑
せ
ら
る

μ

と
い
う
『
萄
子
』
等
に
見
ら
れ
た
同
害
刑
思
想
が
存
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
お
い
た
。
勿
論
、
右
の
原
則

秦漢賊律孜（堀）

が
秦
律
の
全
条
文
を
貫
く
通
則
で
は
な
く
、
種
々
な
例
外
も
存
し
て
い
た
こ
と
も
留
意
し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
秦
簡
に

は
H

同
母
異
父
〔
の
兄
妹
〕
が
私
通
を
な
せ
ば
、
そ
の
罪
は
棄
市
（
死
刑
の
一
種
）
に
当
る

μ
と
あ
る
如
く
、
さ
き
の
理
論
に
合
致
し

な
い
罪
刑
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
秦
代
に
お
け
る
姦
罪
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
註
臼
参
照
）
そ
し
て
、
国
家
に
対
す
る
謀
反
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な
ど
に
対
し
て
も
、
極
刑
が
当
て
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。


